
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２０２１年《１０月２週号》  №770 

◆ お得な情報やためになる情報も掲載。 

◆ 毎週発行の情報紙です。お見逃しなく! 

 

・1週間の利用高（税抜）に応じた個配手数料減額制度 

利用形態 １週間の利用高（税抜） 個配手数料の減額

０円～5,000円未満 減額はありません

5,000円～10,000円未満 半額になります

10,000円以上 無料になります

な
か
よ
し
個
配

個
人
宅
配

 

■個配手数料減額の基準となる利用高（税抜）と個配手数料

減額は以下のようになります。 

☆週の利用高が 10,000 円以上で個配手数料は無料になり

ます。 

☆週の利用高が5,000円以上10,000円未満で個配手数料

は半額になります。 

☆週の利用高が 5,000 円未満の場合、個配手数料の減額は

ありません。 

 

 ■利用高として対象になるものは、以下のようになります 

①「宅配納品書兼請求書」に記載の利用高（税抜）が対象になります。（個

配手数料は含みません） 

②返品や追加手配品は、「宅配納品書兼請求書」に掲載され、合算された

利用高が対象になります。返品はお預かりの翌週、追加手配品もお届

けの翌週に、「宅配納品書兼請求書」に掲載します。 

③「かくれんぼ君抽選値引き」、「利用登録商品値引き」、「宅配ポイント

値引き」については、値引き前の利用高（税抜）が対象になります。 

 

◆お問い合せは、各センターへ    
  

＊青森センター  ０１２０－３７３－１２２ 

＊弘前センター  ０１２０－０８４－４６６  

＊浪岡センター  ０１２０－２８０－０９１  

＊十和田センター ０１２０－１２６－２３６  

＊むつセンター  ０１２０－１２２－３７３  

＊八戸センター  ０１２０－２８６－００３ 

 

■注意点 

「数量限定」、「急遽抽選商品」については、抽選でのお届けになります。

抽選からもれた場合は、「宅配納品書兼請求書」に利用高が記載され

ないことから、利用高として含まれません。予めご容赦ください。 

 

◎受付時間 月～金 ９時～19時 

 

 

ご存知ですか？くらし応援サポート 

◎くらし応援サポートに該当される方は、個配手数

料１回につき２００円（１０％税込２２０円）が、

１回につき１００円（１０％税込１１０円）に減額

されます。 
 

※表示価格に別途消費税がかかります。 

※商品のお届けがない場合でも１００円（１０％税込 

１１０円）の手数料がかかります。 

 

 

 （１０％税込１１０円） 

子育てサポート 
母子手帳の交付日から、
お子さんが６歳の誕生日
を迎える週まで 

 

介護者サポート 
   同一生計の家族また

は本人が、要介護認定
を受けている方 

 

復興支援サービス 
１、応急仮設住宅・民間賃貸借り上げ住宅・災害

公営住宅にお住まいの方  
２、大規模半壊以上の罹災証明をお持ちの方  
３、お住まいが「震災時原発警戒区域」になり、

避難された方 

高齢者サポート 
   70 歳以上で、お一人

またはご夫婦のみでお
暮らしの方 

障がい者サポート 
    同居のご家族、または

組合員本人が障害者手帳
をお持ちの方 

 

◎くらし応援サポートは、専用申込用紙に

必要事項を記入後、減額サービスを受ける

ことができます。配達担当者又は各センタ

ー又は下記へお問い合わせください。 
 

コープあおもり 共同購入部 

０１２０－５０５０３４ 

 

赤ちゃんすくすくくらぶ 
１歳未満のお子さんかいる
方へのサービスもあります 

（１０％税込２２０円） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      は「3R推進」+「食品ロス削減」月間 
■１０月は「リデュース」「リユース」「リサイクル」推進月間（略称：３R 推進月間）に定められています。“３Ｒ”（廃棄物等の

発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）に関する理解と協力や、循環型社会の形成に向けた取組を推

進するため、環境省などによりさまざまなイベントや行事が行われています。さらに、今では３R に「リフューズ（Refuse）」

を加えた４Ｒが一般的になりつつあります。 
 

リフューズ（Refuse） 【ごみの発生回避】  

・買い物の時に安いからといって、必要以上に買わない。 

・買い物の時にはマイバックを持参し、レジ袋や過剰包装を断るなど、使い捨て型のライフスタイルを見直す。 

４Ｒはどれもごみを出さないための工夫であり、場合によっては資源にもできる方法を説いています。 

これを意識することでごみ削減にも繋がるのです。 

≪１０月は食品ロスの削減月間でもあります≫ 
我が国では、食料自給率が低く、食料を海外からの輸入に大きく依存している中、まだ食べることのできる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階に

おいて日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生しています。 

国内の食品ロス量は、近年、やや減少傾向にありますが、平成２９年度で年間６１２万トンと推計され、国民１人１日当たりでは、茶碗約１杯分のご飯の量

に相当する約１３２g となっています。このうち、事業系の食品ロス量は３２８万トン、家庭系の食品ロス量は２８４万トンです。では、本県の食品ロス量はどれ

くらいでしょうか。令和元年度の組成調査で推計した生活系（家庭系）の食品ロス量は２万９千トン、令和２年に実施した事業系食品ロス実態調査で推計した、

事業系の食品ロス量は５万６千トン、計８万５千トンと推計されます(推計年度が異なるため、合計は参考値。また、いずれも推計値は調査の前年度を対象と

しています)。 

県民１人１日当たりでみると、生活系が約６２g、事業系では約１２０g となっており、合計は約１８２g と全国値を上回っています。この要因としては、本県の

県民１人当たりの食品製造の事業所数が全国値の約１．６倍であるなど、食品関連事業所の立地が全国平均より多いことなどが考えられます。なお、発生

要因を見ると、生活系は「食べ残し」、事業系は、食品製造業では「汚損・破損などによる規格外品」、食品卸売業と小売業では「消費・賞味期限切れ」、外食産

業では「食べ残し」がもっとも多くなっています。 

≪皆さんができること・てまえどり≫ 
「てまえどり」は、買い物のとき、陳列棚の手前にある消費期限や賞味期

限の近い商品を、食べるタイミングを考えて、すすんで購入する取り組みで

す。青森県の調査では、食品小売業から発生する食品ロスのうち約９５％

が消費・賞味期限切れによるものです。 

 

◆組合員の皆様、食べるタイミングを考えて、

可能であれば「てまえどり」にご協力くだ

さるようお願いします。 
 

お問合せは月～金曜日の9時～17時

葬儀の受付は24時間・年中無休 
コープ葬祭センター 

お問合せは月～金曜日の9時～17時

葬儀の受付は24時間・年中無休   

 

◎ご葬儀に関して、不安なこ

とや、わからないことはござ

いませんか？ 

ご自宅や生協の施設で、お話

をお伺いいたします。 

お見積りも作成いたします。 

◎葬儀のための事前の積立

「まごころ積立」をご存じで

すか？ 

毎月１，０００円からお気軽

にできる積立です。 

是非ご検討ください。 

 

「コープ葬」のご案内 

「家族葬」も「一般葬」も 

宗教・宗派問わず、どのような葬儀
にも対応いたします。 

ご家族・ご親戚の葬儀も 
組合員様が窓口でしたら、ご家族・ 
ご親戚の葬儀にも対応いたします。 

「事前相談」受付中です お気軽にできる「まごころ積立」 


